
 

 

 

「 も の づ く り ・ 商 業 ・ サ ー ビ ス 生 産 性 向 上 促 進 補 助 金 」 に お け る  

圧 縮 記 帳 等 の 考 え 方 に つ い て  

 

 

平 成 31 年 4 月 11 日  

中 小 企 業 庁  技 術 ・ 経 営 革 新 課  

 

 

 平 成 ３ ０ 年 度 補 正 「 も の づ く り ・ 商 業 ・ サ ー ビ ス 生 産 性 向 上 促 進 補

助 金 」 は 、 国 か ら の 補 助 金 を 原 資 と し て 、 全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会 か

ら 補 助 事 業 者 に 交 付 さ れ る も の で あ り 、 直 接 的 に は 国 か ら 補 助 対 象 者

に 補 助 金 が 交 付 さ れ る も の で は な い た め 、 所 得 税 法 第 42 条 又 は 法 人 税

法 第 42 条 に 規 定 す る 国 庫 補 助 金 等 に 該 当 す る か 、 質 問 が 寄 せ ら れ て い

ま し た 。  

 こ れ に 対 し て 、 当 該 補 助 金 の う ち 固 定 資 産 の 取 得 に 充 て る た め の 補

助 金 に つ い て は 圧 縮 記 帳 等 が 認 め ら れ る 旨 を 、 国 税 庁 に 確 認 し て お り

ま す こ と を 周 知 し ま す 。  

 

※  当 該 補 助 金 の う ち 、 技 術 導 入 費 、 専 門 家 経 費 等 の 固 定 資 産 の 取 得 以 外 に  

充 て ら れ た 部 分 の 金 額 に つ い て は 、 所 得 税 法 第 42 条 又 は 法 人 税 法 第 42 条  

の 規 定 を 適 用 す る こ と は で き ま せ ん 。  


